
 

和 解 契 約 書（一部和解） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）につき、申立人Ｘ株式会社（以下「申立人」という。）と被申立人東

京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 

１ 和解の範囲 

申立人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）

について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばな

いことを相互に確認する。 

記 

損害項目 財物損害（別紙目録１，２記載の不動産及び動産） 

２ 和解金額 

被申立人は、申立人に対し、第１項所定の損害項目（同項所定の期間に限

る。）に対する和解金２，２６２，８３５，８７２円であることを認める。 

３ 支払方法 

  （省略） 

４ 清算 

  申立人と被申立人は、第１項記載の損害項目については、本和解に定める

金額を超える部分につき、本和解の効力が及ばず、申立人が被申立人に対し

て、別途損害賠償請求することを妨げないことを相互に確認する。    

５ 確認条項 

  申立人及び被申立人は、第１項記載の財物について、本和解による賠償が

その価額の全部の賠償である場合でも、その支払にかかわらず所有権は移転

しないことを相互に確認する。 

６ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立

人が署名（記名）押印の上、申立人が１通を、被申立人が１通をそれぞれ保有

するものとする。また、被申立人は本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠

償紛争解決センターに交付する。 

平成２５年４月１８日 

（別紙目録１及び２省略） 

（仲介委員 小島延夫） 

旧警戒区域の工場の操業停止に伴う外注費、工場移転費用、設備廃却費用、
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和 解 契 約 書（一部和解） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）につき、申立人Ｘ株式会社（以下「申立人」という。）と被申立人東

京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 

１ 和解の範囲 

申立人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）

について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばな

いことを相互に確認する。 

記 

①損害項目 工場移転費用 

      期  間 自 平成２３年５月 １日 至 平成２３年１２月３１日 

②損害項目 資産原状回復費用 

      期  間 自 平成２３年３月１１日 至 平成２４年 ３月３１日 

③損害項目 倉庫費用 

      期  間 自 平成２３年４月 １日 至 平成２４年 ３月３１日 

④損害項目 技術外注対応交通費 

      期  間 自 平成２３年３月１１日 至 平成２３年 ８月３１日 

⑤損害項目 新規設備取得費用（別紙１参照） 

    ⑥損害項目 ○○工場設備廃却費用（別紙２参照） 

      期  間 自 平成２３年１２月１日 至 平成２４年 ２月２９日 

⑦損害項目 ○○工場撤退費用 

      期  間 自 平成２３年１２月１日 至 平成２４年 ２月２９日 

２ 和解金額 

被申立人は、申立人に対し、第１項所定の損害項目（同項所定の期間に限

る。）に対する和解金２４０，１０４，５０７円であることを認める。 

（内訳） 

①工場移転費用            ２３，８２６，４５３円 

②資産原状回復費用          ４２，０６５，９７８円 

③倉庫費用              １９，５９５，２８２円 

    ④技術外注対応（交通費）        ４，３４０，７７８円 

⑤新規設備取得費用          ２２，４３７，１４１円 

⑥○○工場設備廃却費用        ７５，６９３，９５５円 

    ⑦○○工場撤退費用          ５２，１４４，９２０円 

旧警戒区域の工場の操業停止に伴う外注費、工場移転費用、設備廃却費用、

工場の土地建物の財物損害が賠償された事例。 611-2 



３ 支払方法 

（省略） 

４ 清算 

  申立人と被申立人は、第１項記載の損害項目（ただし、同項の期間に限る。

また、その遅延損害金を含む。）については、本和解に定めるもののほか、当

事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

５ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立

人が署名（記名）押印の上、申立人が１通を、被申立人が１通をそれぞれ保有

するものとする。また、被申立人は本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠

償紛争解決センターに交付する。 

平成２５年５月１４日 

（別紙目録１及び２省略） 

 

（仲介委員 小島延夫） 



 

和 解 契 約 書（全部和解） 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」

という。）につき、申立人Ｘ株式会社（以下「申立人」という。）と被申立人東

京電力株式会社（以下「被申立人」という。）は、次のとおり和解する。 

１ 和解の範囲 

申立人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目（下記の期間に限る。）

について和解することとし、それ以外の点については、本和解の効力は及ばな

いことを相互に確認する。 

記 

①損害項目 ○○外注費（増加分） 

      期  間 自 平成２３年 ３月１１日 至 平成２４年 ３月３１日 

②損害項目 ○○廃却費 

      期  間 自 平成２３年 ５月 １日 至 平成２４年 ３月３１日 

③損害項目 ○○不良品金額 

      期  間 自 平成２３年 ３月１１日 至 平成２４年 ３月３１日 

④損害項目 資産移動費用 

      期  間 自 平成２３年 ３月１１日 至 平成２３年１１月３０日 

⑤損害項目 工場運営費 

      期  間 自 平成２３年 ３月１１日 至 平成２４年 ５月３１日 

⑥損害項目 弁護士費用 

２ 和解金額 

被申立人は、申立人に対し、第１項所定の損害項目（同項所定の期間に限

る。）に対する和解金４４０，８７２，２８９円であることを認める。 

（内訳） 

①損害項目 ○○外注費（増加分） ２６８，０００，０００円 

②損害項目 ○○廃却費       １５，８６６，１２０円 

③損害項目 ○○不良品金額     ５１，５００，０００円 

④損害項目 資産移動費用        ２０，８４１，１０８円 

⑤損害項目 工場運営費         ５３，１６５，０６１円 

⑥損害項目 弁護士費用         ３１，５００，０００円 

３ 支払方法 

（省略） 

４ 清算 

  申立人と被申立人は、第１項記載の損害項目（ただし、同項の期間に限る。

また、その遅延損害金を含む。）については、本和解に定めるもののほか、当

事者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 

 

旧警戒区域の工場の操業停止に伴う外注費、工場移転費用、設備廃却費用、

工場の土地建物の財物損害が賠償された事例。 611-3 



５ 手続費用 

  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 

 

本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立

人が署名（記名）押印の上、申立人が１通を、被申立人が１通をそれぞれ保有

するものとする。また、被申立人は本和解契約書の写し１通を、原子力損害賠

償紛争解決センターに交付する。 

平成２５年８月７日 

 

 

（仲介委員 小島延夫） 


